
 

薬生食監発 0330 第１号 

令 和 ４ 年 ３ 月 3 0 日 

 

 

各           衛生主管部（局）長 殿 

 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長 

（ 公 印 省 略 ） 

  

公衆衛生業務に携わる獣医師の状況調査について（結果） 

（獣医師の有効活用及び確保に関する取組） 

 

 標記については、令和３年の地方分権改革に関する提案募集における提案

「と畜場法第 14条に規定される検査の一部簡略化に関する提案」への対応に

関連して、令和３年 12月 28日付け薬生食監発 1228第２号にて調査を依頼

し、回答いただいたところです。 

 その結果をとりまとめましたので、別添のとおりお知らせいたします。 

 つきましては、貴自治体において公衆衛生獣医師の有効活用としての効果的

かつ効率的なと畜検査の実施及び公衆衛生獣医師の確保のための取組を検討す

る際の参考としてご活用いただきますようお願いします。 

 

参考：令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（令和３年 12月 21日閣

議決定）（抜粋） 

 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 

【厚生労働省】 

（29）と畜場法（昭 28 法 114） 

と畜場において都道府県知事（保健所設置市にあっては、市長）の行う検

査（14 条１項、２項及び３項）については、公衆衛生獣医師の有効活用や

確保に資する先行事例を収集し、都道府県及び保健所設置市に令和３年度中

に通知するとともに、効率的な検査の実施など地域の実情に応じた当該検査

の在り方について、都道府県及び保健所設置市の意見を踏まえつつ、中長期

的に検討を行う。 

都 道 府 県 

保 健 所 設 置 市 

特 別 区 

厚生労働省医薬・生活衛生局 

食品監視安全課乳肉安全係 

電話：03-5253-1111 内線（2476） 



別添 

 

公衆衛生業務に携わる獣医師の状況調査結果 

 

 

１．と畜検査等の円滑な実施のための取組について 

（１）と畜検査（現場における検査）について 

 調査対象であると畜場を所管する 78自治体のうち、と畜検査のうち生体検査や枝肉検査等現場におけ

る検査（以下「現場検査」という。）を円滑にするための取組を実施している自治体は 51 自治体であっ

た。 

 その内、35自治体が検査結果入力システムを導入したタッチパネル等ＩＯＴの利用をしていた。また、

33 自治体が現場検査のいずれかに補助者（民間人（と畜場の従業員など）又はと畜検査員以外の自治体

職員で、検査結果の記録など、と畜検査員の円滑な検査の実施を補助する者）を導入していた。 

 

ア．ＩＯＴの利用について 

  具体的な取組内容としては、31自治体がタッチパネルやタブレットを使用して現場検査結果を入

力、記録するというもので、４自治体が音声によるものであった。それらの取組の効果として、取組

を行った自治体の全てが、検査結果の集計作業にかかる人員と時間の削減ができた（21 自治体）こ

とや、現場検査における情報共有や結果記録が容易になった等現場検査の効率化が図ることができ

た（８自治体）ことなどの効果があったと回答した。一方で、27自治体が、そのシステム改修や機

器の維持にかかるコストや、現場環境を考えるとタッチパネル等機器の耐水性の面で不安があるこ

と、故障した場合の修理等の対応が求められることなどを課題として回答した。 

 

イ．補助者の導入について 

  現場検査において補助者を導入していたのは、33 自治体であった。補助者はと畜検査員の監督の

下、業務を行っており、主な業務としては、検査結果の記録入力作業や内臓等の配置を変えるなど

の検査補助等が挙げられた。 

  検査の各段階における、補助者導入自治体数や補助者業務の具体的な内容等は以下の表のとおり

である。 

  なお、補助者の導入について、維持コストや技術習得に時間を要することが課題として挙げられ

た。  



＜補助者の導入について＞ 

検査 自治

体数 

具体的な業務内容 

（（）内は導入自治体数。複数回答あり） 

主な効果 

（（）内は回答自治体数。複数回答あり） 

生体

検査 

３ ・検査結果の記録（２） 

・検査時の対象動物の保定（２） 

・検査時の対象動物の洗浄（１） 

・安全で確実な検査の実施（２） 

・と畜検査員の負担軽減（２） 

解体

前検

査 

２ ・検査結果の記録（２） ・と畜検査員の負担軽減（２） 

白物

検査 

12 ・内臓の配置変え等検査準備（８） 

・検査結果の記録（６） 

・検査保留とした内臓の確保等（２） 

・検印の押印（１） 

・十分な検査時間の確保（11） 

・と畜検査員の負担軽減（３） 

赤物

検査 

14  ・内臓の配置変え等検査準備（９） 

・検査結果の記録（７） 

・検査保留とした内臓の確保等（２） 

・検印の押印（１） 

・十分な検査時間の確保（13） 

・と畜検査員の負担軽減（２） 

頭部

検査 

８ ・検査結果の記録（４） 

・頭部の配置変え等検査準備（４） 

・十分な検査時間の確保（５） 

・と畜検査員の負担軽減（３） 

枝肉

検査 

30  ・検印の押印（25） 

・検査結果の記録（５） 

・枝肉の配置変え等検査準備（５） 

・疾病部位の除去（１） 

・十分な検査時間の確保（17） 

・と畜検査員の負担軽減（７） 

・配置すると畜検査員の削減（６） 

  



 (２) と畜検査（精密検査）について 

 調査対象である 78自治体のうち、精密検査の効率的な実施のために検査手技部分を食肉衛生検査所以

外の検査室で実施していると回答したのは６自治体、検査手技部分を臨床検査技師など、と畜検査員以

外の者が実施していると回答したのは 20 自治体で、計 19 自治体が、食肉衛生検査所内・外において検

査の一部をと畜検査員以外の者によって行う取組を実施していた。 

 また、上記以外の精密検査を円滑にするための取組を実施していると回答したのは３自治体であった。 

 精密検査の効率的な実施のための具体的な取組等は以下の表のとおりである。 

 

＜精密検査にかかる取組について＞ 

取組 自治

体数 

具体的な業務内容 

（（）内は導入自治体数。複数回答あり） 

主な効果 

（（）内は回答自治体数。複数回答あり） 

食肉衛

生検査

所以外

の検査

室の活

用 

６ ・衛生研究所で病理検査や理化学検査

（動物用医薬品、農薬）微生物検査

（病原体の同定）を実施（５） 

・家畜保健衛生所でＴＳＥスクリーニン

グ検査等を実施（２） 

・他の業務に時間を費やせる等と畜検査

員の負担軽減（３） 

・新規機器等の導入や管理費の削減

（２） 

・他部署の高度機器を用いることによる

正確な診断の一助（１） 

と畜検

査員以

外の者

が実施 

20 ・臨床検査技師や薬剤師、試験検査業務

従事職員が検査の一部又は全部を実施

（８） 

・検査補助員としての試験検査従事経験

を有する職員の雇用等を実施（７） 

・他の業務に時間を費やせる等と畜検査

員の負担軽減（10） 

・臨床検査技師等検査実施者から新たな

技術を習得するなど検査体制の充実

（３） 

その他 ３ ・検査機器の洗浄や培地作成等検査準備

（２） 

・検査結果等の入力（１） 

・と畜場から検査室までの検体搬送

（１） 

・と畜検査員の業務負担の軽減（３） 

 

 

  



(３) 衛生監視指導（例：外部検証）について 

 調査対象である 78自治体のうち、衛生監視指導の効率的な実施のために、ＩＯＴを利用している自治

体はなかったが、１自治体が外部検証業務へのタブレット導入について令和４年度予算で要求していた。 

 補助者の導入については、２自治体が取り組んでいた。 

微生物試験など試験の検査手技部分を臨床検査技師などと畜検査員以外の者が実施する取組について

は、13自治体が実施していた。 

さらに、試験に使用する培地の作製や器具の洗浄等を臨床検査技師が行うことで、と畜検査員の業務負

担を軽減することに、１自治体が取り組んでいた。 

衛生監視指導の効率的な実施のための具体的な取組等は以下の表のとおりである。 

 

＜衛生監視指導にかかる取組について＞ 

取組 自治

体数 

具体的な業務内容 

（（）内は導入自治体数。複数回答あり） 

主な効果 

（（）内は回答自治体数。複数回答あり） 

補助者

の導入 

２ ・衛生監視における指導補助や記録、集

計等（１） 

・微生物検査におけるコロニー数のカウ

ント（１） 

・検査手技にかけていた時間を他の業務

に使えるようになった（１） 

 

と畜検

査員以

外の者

が実施 

13 ・臨床検査技師や薬剤師が検査の一部ま

たは全部を実施（６） 

・登録検査機関や衛生研究所職員が微生

物検査や理化学検査の一部を実施

（４） 

・試験検査従事経験を有する職員や事務

職が検体採取の補助等を実施（３） 

・他の業務（輸出業務等）に時間を費や

せる等と畜検査員の負担軽減（12） 

 

その他 １ ・検査機器の洗浄や培地作成等検査準備

（１） 

・と畜検査員の業務負担の軽減（１） 

 

  



２．公衆衛生獣医師の確保のための取組について 

（１）獣医師の採用活動について 

  調査対象であると畜場を所管する 78自治体のうち、獣医師の採用活動の対象について、公衆衛生獣

医師のみを対象として実施していたのは 24自治体であり、家畜衛生獣医師も含めた獣医師を対象とし

て実施していたのは 53自治体であった。１自治体は無回答であった。 

（２）採用活動における効果のあった取組について 

  効果のあった採用活動の具体的な取組とその回答自治体数などは以下の表のとおりであった。 

 

＜表：効果のあった採用活動の具体的取組等について＞ 

取組 取組効果があ

ったと回答し

た自治体数 

取組自治体

数(参考)※ 

代表的な具体的効果 

（()内は回答自治体数） 

代表的な効果を期待して工夫し

た点（()内は回答自治体数） 

イ ン タ

ー ン シ

ッ プ 制

度 

33 47 ・受講者が採用試験を受験

し職員となる等受験者

の増加につながった

(28) 

・職場を知ってもらうこと

や自治体のＰＲになっ

た(５) 

・実務研修を増やす、公衆衛生と

家畜衛生を盛り込む等カリキ

ュラムを工夫(９) 

・旅費宿泊費等費用の補助(５) 

奨 学 金

制度 

17 23 ・受験生や採用者の確保

(17) 

・大学を通じた制度周知や高校

生を周知対象とした(４) 

・貸与額の増額(２) 

初 任 給

等 調 整

制度 

20 46 ・給与面の観点で受験生が

自治体に興味をもった

(９) 

・受験者数の増加(７) 

・職員の処遇改善(４) 

・他自治体と比較した支給額の

増額や支給期間の延長(７) 

採 用 試

験 日 の

複 数 設

定 

26 32 ・他自治体との併願や既卒

者の受験等受験者数が

増加し、採用に繋がった

(19) 

・年度途中の採用が可能

(７) 

・受験者の希望日に合わせて試

験日を設定等随時開催(７) 

採 用 試

験 実 施

会 場 の

県 外 設

置 

21 28 ・首都圏への設置等受験生

の利便性の向上により

受験者数が増加(21) 

・東京都などの主要都市で実施

(６) 

・面接をオンラインで実施(１) 

・受験者の居住地で実施(１) 



採 用 説

明 会 の

開催 

37  ・説明会出席者の受験者数

や採用者数が増加(19) 

・業務内容や自治体に興味

を持つ学生が増えたこ

と(16) 

・採用に役立つ奨学金制度

等の紹介等広報(２) 

・オンライン開催や獣医系大学

での就職説明会への参加(８) 

・使用するスライドや資料、配布

物に具体的な勤務状況や観光

情報を盛り込む等媒体の充実

(５) 

・具体的な業務説明となるよう

現役獣医師を説明者とする

(２) 

Ｖ Ｐ ｃ

ａ ｍ ｐ

を 通 じ

た 実 習

等 の 受

入 

25  ・受験生や採用者の確保

(17) 

・業務内容や地理的な執務

環境を知ってもらえる

ことの他、ミスマッチ防

止に繋がる(８) 

・実務研修を増やす、公衆衛生と

家畜衛生を盛り込む等カリキ

ュラムを工夫(７) 

・業務内容紹介ハンドブックの

作成やＶＰｃａｍｐのＨＰに

募集用動画を掲載する等媒体

の充実(２) 

関 心 の

あ る 学

生 へ の

個 別 働

きかけ 

15  ・受験生や採用者の確保

(10) 

・学生のニーズにあわせた

対応が可能(３) 

・自治体のＰＲがしやすい

(２) 

・リモートでの体制を整備(６) 

・空き教室の利用等要望に応え

た個別訪問(４) 

獣 医 系

大 学 で

の 講 義

等 

５  ・獣医学生の関心向上につ

ながりインターンシッ

プ制度への申込みや採

用につながった(５) 

・学生が接しやすいように若手

職員を講師とした(２) 

・業務内容と法律を絡めて説明

し、想像しやすいようにした

(１) 

受 験 資

格 等 の

見直し 

５  ・受験生や採用者の確保

(５) 

・受験資格年齢の引き上げ(３) 

・教養試験の廃止等試験種目の

見直し(２) 

※令和３年 12月 28日付け薬生食監発 1228第２号の参考「令和３年８月 16日付け衛生食監発 0816 第４

号「公衆衛生業務に携わる獣医師の状況調査について(依頼)」アンケート集計結果」より抜粋。 

  



(３)採用後の効果のあった取組について 

 採用後の具体的な取組とその回答自治体数などは以下の表のとおりであった。 

 

＜効果のあった採用後の具体的な取組等について＞ 

取組 取組効果があっ

たと回答した自

治体数 

代表的な具体的効果 

（()内は回答自治体数） 

代表的な効果を期待して工夫した点

（()内は回答自治体数） 

学 位 取

得 の 支

援 

２ ・研究に興味をもつ学生の確保

（１） 

・公衆衛生分野のほか家畜衛生

分野で学位を取得（１） 

・学位取得のために、大学へ通学でき

る所属への配属（１） 

・自己啓発等のための休業制度を設け

ている（１） 

研 修 機

会（庁内

外）の提

供 

28 ・検査業務や知識等職員のスキ

ルやモチベーション向上（21） 

・職員交流による他分野の知見

習得や人脈形成（３） 

・研修機会が採用や離職防止に

繋がっている（２） 

・公務員獣医師としての魅力向

上（２） 

・研修等への参加が負担とならないよ

う、業務分担や業務量を配慮（１） 

・と畜検査結果等の症例検討会を毎年

開催し、大学から講師を招き、助言を

いただいている（１） 

・海外研修も可能としている（１） 

・対米認定施設勤務の職員の実務に直

結させるため、ＥＵ視察研修を実施

（１） 

人 事 交

流（畜産

分 野 や

厚 生 労

働省等） 

３ ・職員の意識向上や獣医師職員

間の交流の活性化（３） 

   

  



３．公衆衛生獣医師の確保ができている自治体における取組について 

 令和３年 12月 28日付け薬生食監発 1228第２号の別紙において、公衆衛生獣医師の確保ができている

自治体として取り上げた自治体について、その確保のために工夫した点は以下のとおりであった。 

 

（１）公衆衛生獣医師数が増加傾向にある自治体Ｂについて 

  自治体Ｂの採用活動において、効果のあった取組は「インターンシップ制度」、「奨学金制度」、「初任

給等調整制度」、「採用試験日の複数設定」、「採用説明会の開催」及び「関心のある学生への個別働きか

け」であった。 

各取組の効果を期待して工夫した点は以下のとおりであった。 

・インターンシップ制度：宿泊費の助成。本自治体出身の学生に対しては旅費も助成。 

・奨学金制度：確実に本自治体への就職を促すため、貸与者に対し年１回以上のウェブ面談等を実 

施し、学生の疑問等に対応。 

・初任給等調整制度：他自治体の支給額を適宜確認し、増額＆支給期間延長の見直しを実施。 

・採用試験日の複数設定：学生から就職希望の情報があれば、都度試験日を設定。 

・採用説明会の開催：業務内容資料をわかりやすく作成。 

観光情報などもセットにし、本自治体の魅力をアピール。 

・関心のある学生への個別の働きかけ：ウェブも活用し、学生が参加しやすい体制で対応。 

  また、上記取組の他、ウェブによるインターンシップや少人数かつ学生のニーズに併せたインター

ンシップの実施や獣医師確保対策や本自治体内獣医師職場の情報発信の強化、獣医師確保対策の一環

としての獣医系大学との獣医師育成に係る協定の締結、中高生向けの出前事業の実施などにも取り組

んでいた。 

 

（２）50歳代の割合が小さい自治体Ｅ及びＦについて 

  ア 自治体Ｅについて 

自治体Ｅの採用活動について、効果のあった取組は「インターンシップ制度」、「奨学金制度」、「初

任給等調整制度」、「採用試験日の複数設定」及び「関心のある学生への個別働きかけ」であった。 

各取組の効果を期待して工夫した点は以下のとおりであった。 

     ・インターンシップ制度：旅費の全額支給。 

・関心のある学生への個別働きかけ：リモートによる個別対応。 

また、採用後における効果のあった取組は「庁内外の研修機会の提供」及び「他部署との人事交

流」であった。 

イ 自治体Ｆについて 

自治体Ｆの採用活動において、効果のあった取組は「インターンシップ制度」、「奨学金制度」、「初

任給等調整制度」、「採用説明会の開催」及び「複数の獣医系大学での大学講義の実施」であった。 

各取組の効果を期待して工夫した点は、インターンシップ制度における旅費、宿泊費の補助であ

った。 

   また、採用後における効果のあった取組は「庁内外の研修機会の提供」であった。 

  



 

（３）継続的に獣医師を数名採用できている自治体Ｉ及びＪについて 

   ア 自治体Ｉについて 

自治体Ｉの採用活動において、効果のあった取組は「インターンシップ制度」、「初任給等調整

制度」、「採用説明会の実施」「ＶＰｃａｍｐを通じた実習等の受入」「関心のある学生への個別働

きかけ」及び「職務経験者採用制度の導入」であった。 

また、採用後における効果のあった取組は「庁内外の研修機会の提供」であった。 

イ 自治体Ｊについて 

自治体Ｊの採用活動において、効果のあった取組は「インターンシップ制度」、「奨学金制度」、

「初任給等調整制度」、「採用試験日の複数設定」、「採用試験実施会場の県外設置」、「採用説明会

の開催」、「ＶＰｃａｍｐを通じた実習等の受入」及び「関心のある学生への個別の働きかけ」で

あった。 

 

 


